
災害救助法の適用・延長協議・対象の
留意事項（避難所関係等Q&A)

避難所関係担当者全国説明会（令和７年11月12日）
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１．住家等への被害が生じた場合（１～３号基準）
（１）当該市町村区域内の人口に応じ次の世帯数以上であること（令第１条第１項第１号）

（２）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ①に示す数以上であって、
当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ②に示す世帯数以上であること（令第１条第１項第２号）

※１ 半壊又は半焼した世帯は、２世帯をもって滅失した一の世帯とする。（以下の住家被害対応表で同じ。）
※２ 床上浸水した世帯は、３世帯をもって滅失した一の世帯とする。（以下の住家被害対応表で同じ。）

市町村区域内の人口 住家滅失世帯数 市町村区域内の人口 住家滅失世帯数

5,000人未満 30 50,000人以上 100,000人未満 80
5,000人以上 15,000人未満 40 100,000人以上 300,000人未満 100
15,000人以上 30,000人未満 50 300,000人以上 150
30,000人以上 50,000人未満 60

①都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数

1,000,000人未満 1,000
1,000,000人以上 2,000,000人未
満 1,500

2,000,000人以上 3,000,000人未
満 2,000

3,000,000人以上 2,500

②市町村区域内の人口 住家滅失世帯数

5,000人未満 15
5,000人以上 15,000人未満 20

15,000人以上 30,000人未満 25
30,000人以上 50,000人未満 30
50,000人以上 100,000人未満 40
100,000人以上 300,000人未満 50
300,000人以上 75

■ 災害が発生した段階の救助法の適用（法第２条第１項）

1.災害救助法の適用に当たり（①適用基準・要件）



（３）当該市町村区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、当該
市町村の区域内の被害世帯数が多数であること（令第１条第１項第３号前段）

（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情が
ある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであること（令第１条第１項第３号後段）

→ 被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること。
（府令第１条）

発生した災害の程度が、多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、
内閣府令で定める基準に該当する災害（令第１条第１項第４号）

・ 災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助
を必要とすること。（府令第２条第１号）

・ 被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要
とすること。（府令第２条第２号）

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数

1,000,000人未満 5,000 2,000,000人以上 3,000,000人未満 9,000

1,000,000人以上 2,000,000人未満 7,000 3,000,000人以上 12,000

２．災害が発生し、生命・身体への危害又はそのおそれが生じた場合
（いわゆる「４号基準」）

■ 災害が発生するおそれ段階の適用（法第２条第２項）
災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法に規定する「特定災害対策本部」、「非常災害対策本部」又は「緊急災害
対策本部」が設置され、当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村の区域内において当
該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行う
ことができる。



1-2．令和７年度における災害救助法適用災害と対応について

災害名 発災日
最大避難所・避難者数

避難所開所都道府県 避難所数 避難者数

トカラ列島近海を震源とする地震 R7.7.3（木） 1村（1県） 5ヵ所 13人

令和７年台風８号 R7.7.27（日） ２村（1県） 7ヵ所 11人

カムチャッカ半島付近の地震に係る津
波 R7.7.30（水） （1都1道19県） 1,826ヵ所 38,811人

令和７年８月６日からの低気圧と前
線による大雨 R7.8.6（木） 64市町村（10県） 686ヵ所 375人

令和７年８月20日からの大雨 R7.8.20(水） １市（1県） 1ヵ所 10人程度

令和７年台風12号 R7.8.21(水） 23市町（2県） 320ヵ所 361人

令和７年９月２日からの大雨 R7.9.2(火) 30市町（9県） 319ヵ所 128人

令和７年台風22号及び23号 R7.10.8(水) 6市町（1都） 21カ所 445人
29
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1-3．災害救助法が適用された際の避難所の確保及び生活環境の整備等について

〇災害救助法が適用された際は、避難所の確保及び生活環境の整備等について、以下の通り通知して
います。
〇TKB様式の提出、避難所の写真の提供と併せて、本通知に沿って避難所の確保及び生活環境の整
備等の対応をお願いします。



1-4．発災時における避難所の生活環境の状況把握のお願い

31

〇被災者の方々が、避難所において、発災直後から尊厳ある生活を営めるよう、トイレ、パーティション、ベッド、温かい食事、暑さ・寒さ対策等を速やかに提供
することは、避難生活において良好な生活環境を確保し、災害関連死等を防ぐためにも、非常に重要です。
〇避難所数や避難者数については、被災自治体において、随時各自治体ホームページ等に公表をお願いします。（当該情報を活用させていただき、内閣府か
らの調査は行わないこととします。（５月28日付事務連絡「発災時における避難所の確保及び生活環境の整備等について」）
〇併せて、自治体の皆様におかれては、体制を整備いただき、避難所の生活環境に関する情報収集として以下様式の提出をお願いします。

●/●（●）●:●時点 ※参考
（例）A小学校

体育館
合計●●人（避難所内避難者） 30

内訳 体育館に30人
女子（基） 9
男子（基）
※除小便器 3

共用（基） 2
石鹸 ○

パーティション・テント
設置数（個） 30

パーティション・テント
配布数（個） 30

食事の状況 ・地元の飲食業協同組合により、毎食炊き出しを
実施しており、温かい食事を提供している。

炊き出し
1月2日に、知元飲食業者により、A小学校におい
て、避難所避難者15名、在宅避難者30名の計
45名にカレーライスを45食提供した。

キッチンカー

1月2日に、●●県飲食業協同組合によるキッチ
ンカー1台が、A小学校に派遣され、避難所避難
者15名、在宅避難者30名の計45名にカレーラ
イスを45食提供した。

簡易ベッド配布数（個） 30

簡易ベッド設置数（個） 30

毛布・配布数（枚） 60
(1人2枚）

備考 1人1台ベッド・パーティションテントもあり、快
適な生活環境を提供できている。

避難所から歩いて5分の「B温泉」を避難者
に無料開放している。（希望があれば、バス
等で巡回することも検討）

業務用ストーブ3台
体育館は床暖も完備しており、寒さ対策は

万全である。

1人当たり3.5㎡ ○
（1人当たりスペース5㎡）

備考 体育館の面積は150㎡であり、一人当たり
5㎡を割り当てている。

寒さ暑さ対策
(例：業務用ストーブ〇台)

スペース

K

B

Bed
ベッド

Bath
入浴

Kitchen
食事

T

Toilet
トイレ

Tent
テント

避難所
避難所種別

避難者数
（人）

（災害名）に伴う避難所の状況



32

2．災害救助法の特別協議について

〇災害救助法において、「避難所の設置」の一般基準の期間は7日間など、それぞれ基準が定められてお
ります。

〇一般基準を延長する場合（特別基準）については、事前に協議いただければ、柔軟に対応することと
しております。

〇必要性があれば、1カ月以上の延長も可能ですので、遠慮なく内閣府まで相談ください。

救助項目
令和7年度告示内で

定められている
救助期間（一般基準）

避難所 7日

炊き出し 7日

飲料水 7日

医療 14日

助産 7日

福祉サービス 7日

救出 3日

埋葬 10日

第3条
第1項 一般基準
救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要
な範囲内において、内閣府総理大臣が定める基準
（※）に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、こ
れを定める。
（※平成25年内閣府告示第228号）

第2項 特別基準
一般基準では救助の適切な実施が困難な場合に
は、都道府県知事等は、内閣総理大臣（所管大
臣）に協議し、その同意を得た上で、特別基準を定
めることができる。

災害救助法施行令 各救助項目における期間の一般基準
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2-2．ホテル・旅館等への避難に関する協議について

〇避難所の生活環境に課題がある場合等には、ホテル・旅館等への避難を速やかに検討ください。
〇ホテル・旅館等への避難を実施する場合は、下記の様式とともに、内閣府に相談ください。特に、「避難

終了時期の考え方」を重視しています。
〇なお、支援額（10,000円/日・人）を引き上げる必要がある場合には、

地域のホテル・旅館等や空き状況について整理したうえで、内閣府に相談ください。

総括表

基準額を上回る際の報告様式



〇災害救助法の適用期間が延長される場合に、在宅避難者等に関する情報の継続的把握、
被災者台帳の作成及び災害ケースマネジメントの本格化について、通知しています。

〇災害救助法が適用されている市区町村の取組状況について下記の様式で報告をお願いします。

報告様式

3．災害救助法の適用期間を延長した場合における
在宅避難者等に関する情報の継続的把握、被災者台帳の作成及び災害ケースマネジメントの本格化について
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4．災害救助法における、発災前に購入していた備蓄品の取り扱い

〇Q&Aでも記載の通り、災害救助法は、発災後に被災者に給与・供与した物資の購入費を対象にして
いるため、事前に購入している備蓄物資（災害救助基金で購入したものは除く）は対象外となります。

〇パーティション等の購入に当たっては、令和６年度の補正予算で措置された新しい地方経済・生活環境
創生交付金（地域防災緊急整備型）等でも対象としているほか、食料・水等の物資の購入にあたって
は普通交付税の基準財政需要額の算定対象となっています。

〇発災後に被災自治体に提供した物資は、被災自治体が提供自治体から購入したという整理も可能で
  あり（事後に被災自治体から費用を支出）、積極的に被災自治体への支援をお願いします。提供自治
  体は災害救助法が適用されている必要はなく、物資購入の財源も問いませんが、賞味期限内のものに
  限ります。

新地方創生交付金（地域防災緊急整備型）（R6補正）災害救助法 説明資料 抜粋
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5．災害救助法におけるQ&A（避難所の設置）

Question Answer

避
難
所
の
設
置

避難所を市外で設置した際の費用は対象となるか。
避難所の設置場所は問わないので、対象となる。自治体同士の互助であり、都道
府県庁含めどこの設置でも構わないが、救助法が適用されていない自治体が設置
すると、救助法の対象外になるので留意が必要（適用自治体が他の自治体に設
置しても対象になる）。

災害救助法の対象は、市町村が避難指示を出した対象者とするという
理解でいいか。「自主避難所」や「自主避難者」は対象とはならないとい
うことか。

災害救助法における避難所・避難者に関しては、災害救助法が適用されていれ
ば、避難指示対象かどうかは関係がなく、実態として避難所であれば指定・公示し
ていなくても対象であり、避難者であれば住民以外の旅行者も含めて対象にな
る。自治体において「自主避難所」・「自主避難者」という用語を使っている場合が
あるが、内閣府においては災害救助法の対象かどうかでそのような用語を使うこと
はない。なお、市町村が避難指示を出した場合でも、災害救助法の要件に該当
せず、災害救助法が適用されない場合があることに留意が必要。

避難所を警備する際の賃金職員等雇上費用は対象となるか。 対象となる。

避難所等で活動したDWAT・災害支援ナース・保健師の活動経費は
対象となるか。

保健医療福祉調整本部（県庁）の指示を受けて、避難所等で活動した費用
であれば「福祉サービスの提供」として対象となる。

避難所の運営等を委託した場合、委託費として対象になるか。
委託費そのものの費用を対象にしているわけではなく、委託費を細分化していった
際に、対象となる経費（人件費等）については、対象となり得る。なお、委託団
体からの再委託は対象外。ただし、当該再委託先に直接委託している場合は対
象となり得る。

県立施設の利用料は対象になるか。 対象外。

発災時に、他自治体が備蓄している物資（救助基金での購入に問わ
ず）を購入した場合、購入費は対象となるか。

適用災害の被災者向けに使用する前提で、適用期間中に購入手続きを開始し
たものは対象となるとしており、購入先が他自治体でも対象となり得る。

毛布のクリーニングやトイレカー等の撤去等、災害救助法の適用期間終
了後に発生した費用は、対象となるか。

災害救助法の適用期間に発生した救助に起因するものであれば対象となり得る。
（1年後に発生した等は対象外で、現実的な範囲内に限る）
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5．災害救助法におけるQ&A（避難所の設置）

Question Answer

避
難
所
の
設
置

トイレカー等のリース代は対象となるか。 対象となる。移動費（高速料金・ガソリン代）や必要な人件費・修理費も対象と
なり得る。

掃除用具等を購入した費用は対象となるか。 対象となる。

入浴支援や洗濯支援に係る輸送代は対象となるか。 入浴支援や洗濯支援のために行政が手配したバスの借り上げ費、燃料費等は対象
となる。（個人の自家用車の燃料費やタクシー代等は対象外）

ホテル・旅館等のキャンセル代は対象となるか。
あくまで救助法は、現物に係る費用を対象としており、キャンセル代については、対象
外。その点も含め、ホテル・旅館等とは調整が必要であり、調整できなければ自治体
負担。

ホテル・旅館等で配給した食事は対象となるか。 炊き出しの項目で対象となる。

ホテル避難における宿泊税や入湯税は対象になるか。 宿泊税や入湯税は都道府県税や市町村税であり、対象外。（被災者については
は減免可能）
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5．災害救助法におけるQ&A（炊き出し・飲料水・医療）

Question Answer

炊き出し

キッチンカーの人件費は対象となるか。 対象となり得るが、賃金職員雇上費の項目で対象としている。

キッチンカーで避難者に提供した弁当等代は対象となるか。 対象となり得る。原材料だけでなく、移動代や各種コストも含めた代金として差
し支えないが、具体額は地域の相場に沿って、市町村が設定。

飲料水 病院・福祉施設への給水は対象か。 不特定多数が使う支援拠点であれば対象となる。対象者限定であれば、施設
管理者の責任で実施するものであり、救助法の対象外。

医療 DMAT等の宿泊費・移動費は対象となるか。

行政との調整がなされたものであれば、対象（個人間や病院間の場合は対象
外）。宿泊費と現地までの移動費は賃金職員の項目（医療に係る賃金職
員）、被災地内の移動経費は輸送の項目。移動に当たっては、新幹線のグ
リーン車や飛行機のビジネスクラス、一級客室など、常識の範囲外は対象外。な
お、個人所有の自動車等を現地までの移動にも、被災地内の移動にも要して
おり、整理が難しい場合は、賃金職員雇上費で計上することは差し支えない。
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5．災害救助法におけるQ&A（福祉サービスの提供）

Question Answer

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

要介護者等介護保険の対象者への福祉避
難所の提供は対象となるか。 避難所の供与自体は差し支えないが、介護保険のサービス等に要した費用は、災害救助法では対象外。

福祉避難所で提供された食事の費用は対象
となるか。 炊き出しの項目で対象となる。

応援スタッフの宿泊代・交通費は対象となるか。県庁・市町村との調整がなされたものであれば、対象。宿泊費と現地までの移動費は福祉サービスの項目、被災地内の移動経費は輸送の項目。

仮設住宅や自宅等への福祉支援としての見
守り活動は対象となるか。

行政からの指示・要請がある場合には対象となり得る。なお、救助法からの支弁は、厚労省事業（見守り
支援事業等）の対象となっていない場合に限る。

告示第7条3号ロに規定する「災害時要配慮
者からの相談対応」に、保健師や看護師によ
る健康観察は含まれるか。

被災都道府県（事務委任を受けた市町村を含む）の要請を受けて、避難所や在宅・車中泊避難者のも
とへ派遣された保健師や看護師等による健康観察は含まれる。このとき、当該健康観察に要する費用につ
いては、訪問看護には該当しないと考えられることから、看護師等が民間施設に所属する場合は賃金職員
等雇上費で支弁し、保健師等が公立病院等に所属する場合はその時間外手当分について救助事務費で
支弁することとなる。なお、病院等において相談対応する場合は、病院機能が維持されていることから救助法
の対象とはならない。
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5．災害救助法におけるQ&A（輸送・賃金職員等雇上げ費・救助事務費）

Question Answer

輸送 避難者を避難所から避難所へ輸送する費用であれば対象にな
るか。

対象となる。

輸送 ドクターヘリに係る費用は対象になるか。
県外からのドクターヘリであれば、運行経費（燃油費、飛行手当等）、人件
費、宿泊費、旅費等が、医療に係る経費として、医薬品等の消耗品費がそ
れぞれ国庫負担の対象となりえる。ただし、自治体の保有するドクターヘリにつ
いて、平時より継続して必要となる整備費等は対象外。

賃金職員等雇
上げ費

被災者に炊き出しを実施する際に、飲食業者等を雇いあげた費
用は対象になるか。 対象となる。

救助事務費

物資の搬入を行った職員の時間外費用は対象となるか。 避難所や支援拠点で実施していれば対象となり得る。

災害救助法の請求に係る事務作業に要した時間外は対象に
なるか。

救助事務費は、救助期間内において、救助の事務を行うに直接必要な経費
のほか、救助費の精算の事務を行うのに必要な経費も含まれるため、対象。

総務省の対口支援制度により派遣された職員に係る時間外
は対象になるか。 総務省が財政措置を講じているので、救助法では対象外。

航空機キャンセル代は対象になるか。 あくまで救助法は、現物に係る費用を対象としており、キャンセル代については、
対象外。




